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第 466 回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2021 年 9月 24 日（金） 13 時～15 時 

II. 場 所  ウェブ会議 

III. 議 題 

（審議事項） 

(1) 2021 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

(2) IASB 公開草案「IFRS 第 17 号と IFRS 第 9 号の適用開始―比較情報」へのコメントの検討 

(3) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

 

本企業会計基準委員会は、新型コロナウイルス感染症への対応として、「企業会計基準及び修正国際

基準の開発に係る適正手続に関する規則」第 13 条に基づき、ウェブ会議で実施した。 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1) 2021 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

川西副委員長より、2021 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）会議に

おける対応方針について説明がなされ、議題のうち「持分法」及び「基本財務諸表」について、

第 118 回 ASAF 対応専門委員会（2021 年 9月 22 日開催）及び第 48 回ディスクロージャー専門

委員会（2021 年 9月 21 日開催）における検討状況も踏まえ、審議が行われた。 

(2) IASB 公開草案「IFRS 第 17 号と IFRS 第 9 号の適用開始―比較情報」へのコメントの検討 

丸岡アシスタント・ディレクターより、IASB 公開草案「IFRS 第 17 号と IFRS 第 9 号の適用

開始―比較情報」に対するコメント・レターの文案について説明がなされ、審議が行われた。

審議の結果、字句等の修正は委員長に一任することを前提に、IASB にコメント・レターを提出

することが了承された。 

(3) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

小賀坂委員長及び越智アシスタント・ディレクターより、ステップ 1（ECL（IFRS 基準）と

CECL（米国会計基準）のどちらのモデルを開発の基礎とするかの選択）の検討の前段階として、

ECL モデルにおける信用リスクの著しい増大の評価に関する定めについて説明がなされ、第

170 回金融商品専門委員会（2021 年 9 月 22 日開催）における検討状況も踏まえ、審議が行わ

れた。 

 

以 上 


